
　　　、ピKl口

凍独再建に果たす雇用会社の役割
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　東西ドイツの統一から2年が過ぎようとしている。この間，東ドイッ経済

の復興，建て直しの遅れについては，マスコミでも多く取り上げられ，東ドイ

ツ地域での高い失業率などがセンセーショナルに取り上げられたりもした。

本論でも触れるように，現在東ドイツ地域に対しては，失業者数を減らすた

めの様々な措置が取られており，事実上の失業者数を確定することは難し

い。また地域，産業分野による差異を含んだ失業構造に対する理解や，様々

な失業者の経済的困窮の度合いに関する理解も充分とはいえない1）。まして

東ドイッ地域に対するドイッ連邦共和国の再建政策（Aufschwung　Ost）2）とな

ると，ドイッ連邦共和国政府は統合のために多大な出費が必要で，大きな困

難に直面しているというほどの漠然とした情報しかないのが現状である。
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　本稿は，．東ドイツの経済状況に対する，支援措置を体系的に説明しなが

ら，とくに雇用会社（Beschaftigungsgesellschaft）を中心とした雇用創出措置

（ArbeitbeschaffungsmaBna㎞e）に検討を加え，それを具体的に明らかにする

のを第一の課題とする。そして，それらの検討を通じて，雇用会社の地域雇

用政策としての意義を強調したい。また，それらの具体的な検討を，社会的

市場経済と自負するドイッ連邦共和国における経済，政治，社会の関連を明

らかにしていくための，資料の一つとして供することができればと考える。

　ところで，始めに雇用会社（Beschaftigungsgesellschaft）という言葉につい

て一言しておきたい。本論でも述べるように，Beschaftig皿gsgese11schaft

という用語と実体は70年代末から80年代の西ドイッにすでに存在して

おり，東ドイツ再建に対しても，同じ言葉が用いられてきた。ところが，

BoschとKnuthは，東ドイツの再建とBeschtiftigungsgesellschaftにっ

いて英語で紹介した報告書において，西ドイツでのそれをEmployment

Companyと翻訳するのに対し（現在の英語圏での一般的な訳語と思われる），東

ドイツでのそれは，西ドイツと区別してJob　Creation　Companyと訳せる

ものであると述べている（Bosch　and　Knuth　1992）。確かに後述するように積

極的な雇用政策と結びついた東ドイツでのそれは，「雇用創出会社」という

ような側面をもっており，邦訳でもそのような訳語を用いている場合もある

（日本開発銀行国際事業部，1991）。しかし，それらは内容を読み込んだ訳であ

り，純粋に翻訳としては，そのまま「雇用会社」とするほうが適切と考え，

本稿では一貫して「雇用会社」と訳出した。ただし1992年になってから，

政府関係や経営者関係の出版物では，労働促進（A），雇用（B），構造発展

（S）のための会社，ABS・Gesellschaftという用語が多く用いられ定着する

ようになっている。前述のように，組合側も積極的な雇用対策を含んだ名称

に関心があるため，このABS・Gesellschaftの表現が今後定着する可能性

カミある。　　　　　　　　　　　．　．　　　・．、
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東独再建に果たす雇用会社の役割（竹内）

1；東ドイッ地域の労働市場情勢と

　　連邦政府の対応

1労働市場情勢
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　1990年7月，西ドイッマルクによる通貨統一が実施された。それまで国

家的に守られ，東欧経済圏で安泰な地位を保っていた東ドイツ経済は，何の

準備もできないまま，国際競争にさらされることになり，壊滅的な打撃を被

った。90年12月の東独生産は89年水準の45％までに落ち込んでいる。こ

れに比類する落ち込みをドイツが経験したのは，歴史上1919年と1932年，

つまり第一次世界大戦の敗戦後と世界恐慌のどん底の時の2回だけであ

る3）。このような激しい落ち込みは5大研究所のような経済予測専門機関の

予測をもはるかに越えるものだった。このような激しい落ち込みの原因とし

ては，①技術革新が予想以上に遅れていて，国際競争力がなかったこと。

②無理な通貨統合が製品の価格を引き上げてしまったこと。③1994年ま

でに西側なみにするといった西ドイッ・ベースへの労務費の生産性を無視し

た引き上げ政策の三つが上げられる。また東ドイツの人達さえも，西側製品

に飛びつき，東側製品を疎んじるようになったことは，東ドイツの経済破綻

に拍車をかけたといわれている4）。

　このような経済の壊滅は当然に雇用の機会を奪い，東ドイッ地域での失業

率は，職業安定所を管轄する連邦雇用庁の発表によると，1992年5月で，

14．1％である。さらに43万7000人の操短労働者がいるが，彼らは就業時

間が0時間の場合も多く，事実上の失業人ロといえる（図1，2，表1）。連邦

政府は経済統一以降，失業予備人ロを操短労働者化する政策をとっていた。

旧西ドイッ時代では，操短労働者には景気の影響で一時的にだけ，就業を手

控える必要が発生しているときにだけなることができたが，統一以降の東ド

　　　　　　　　　　　　　　　ー3－　　　　　　　　　　　　53



図1労働市場政策と解雇
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イツでは，再就業の可能性にかかわらず操短労働者として登録することが可

能になっている。その結果，統計上に表れる失業率はある程度低く抑えら

れ，失業率の増大は，操短労働者としての期限切れにあわせて段階的に進ん

だ。1年前の91年3月では，失業率は9．5％だったが，操短労働者数は200

万人に達していた。9．5％という数字は，日本の水準からすると，かなり高

く感じられるかもしれない。しかしヨーロッパ全体からみると，確かに高い

水準ではあるが，驚くほど高い数字ではない。例えぽフラソスの一部の不況

地域での失業率も10％を超えている。因みに同時期の西ドイッ地域の失業
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東独再建に果たす雇用会社の役割（竹内）

図2　東ドイツの労働市場データ
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率は5．5％で，操短労働者は14万5000人だった。東ドイツ地域では，’その

後2回，1991年7月と1992年1月に，操短労働者の就業期限が切れ，操短

労働者が失業者化した結果，失業率は大幅にアップしている。このような統

計処理上の問題を除けば東ドイッでの失業率は，92年にかけではパほぼ横

這いの状態であると推定できる。5大研究所や経済予想専門者会議などは，

東ドイッ経済状況は92年中頃には底に達し，『92年末からは上向くと予想し

ている6，．Uかし，それが労働市場に好影響をもたらし☆労働市場状況までが

上向ぐのはさらに先になる見通しである。∴障　t／．tt亡二∴’
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表1東西ドイツの労働市場情勢
（単位：人）

91年 92年

10月 11月 12月 1月 2　月 3月 4　月 5月
西ドイツ
失　業　者 160万人 162万人 173万人 188万人 186万人 177万人 175万人 170万人

失　業　率 5．4％ 5．4％ 5．8％ 6．3％ 6．1％ 5．8％ 5．7％ 5．6％

操短労働者 173，000 204，000 173，000 183，000 186，000 177，000 247，000 246，000

求　人　数 321，000 299，000 287，000 312，300 338，357 一 357，300 358，000

東ドイツ
失　業　者 105万人 103万人 104万人 134万人 129万人 122万人 120万人 115万人

失　業　率 11．9％ 11．7％ 11．8％ 16．5％ 15．9％ 15．0％ 14．7％ 14．1％

操短労働者 1，200，000 1，103，000 1，035，000 520，000 519，000 494，000 466，000 437，000

求　人　数 24，000 36，000 35，000 39β00 34，200 33，300 31，000 30，000

F．A．　Z．に毎月掲載される連邦雇用庁の発表より作成。

　ところで，社会主義経済の下で失業が存在しなかった東ドイッ地域に，自

由主義経済化したときに失業が生じたわけであるが，それがどのような形で

生じるのか確認しておきたい。旧東ドイツの企業は人民所有企業（VEB）だ

ったのだが，民営化にあたってはそれらの企業の財産を，信託公社（Treu・

handanstalt）が管理し，民営化を具体的に押し進めることになった。信託公

社はこれらの企業ないし事業所のうち，優良で競争力のあるものを民間企業

に売却する。これを買収する企業，すなわち東ドイッ地域の企業や事業所に

対し資本投下する民間企業は旧西ドイツの企業が多いのだが，信託公社はイ

ギリス人の幹部を採用したり，日本やアメリカにも出張所を設けるなどの努

力をして，海外資本の獲得の努力をしている。日本の全国新聞誌にも，信託

公社の英文広告が掲載されたことがある。

　西側市場に製品を供給したり，旧東欧圏進出の前線施設になりえるような

優秀な企業や事業所が売却されうるわけであるが，そのような企業でも旧東

独企業は多くの余剰人員を抱えていたため，新たな経営者が人員削減をし，

失業が生じる可能性がある。また売却できない企業，つまり西側の水準か

らみて充分な設備をもたず，競争力のある商品を作れない企業は当然，買
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　　　　　　　　　　　　　　　　　東独再建に果たす雇用会社の役割（竹内）

手がつかず，信託公社のも一・とに止ま汐ている。しこのような企業を信託企業

（TreUhagd　U嘩rn㎞∪）と呼ぶ。信託公社はこのような企業の投資環章をよ

くするために余剰人員を削減する。また競争の可能性がなぼど判断しだと

きには，企業や事業所を閉鎖する場合もある。こうして大量ρ解雇が発生す

ることになり，信託公社は1990・年7月1日から1991年9月31日にかけて，

150万人を解雇している5）。

　　　　　　　2「東ドイツ復興」雌を担う繊隼・．

　東ドイジめ復興計画を体系的に理解するためには，信託公社と連邦雇用庁

という二つの機関について知らなくではならない。どちらも連邦レベルの組

織であり，1992年に対して信託公社は435億マルク，蓮邦雇用庁は454億

マルクの予算を割り当てられている。しかし，その職務の内容は大きく異な

り，信託公社は民営化を円滑に推進することを本務とするのに対し，連邦雇

用庁は労働市場政策を行い㍍失業規模を縮小することを本務どしている。

　信託・公社（Treuharidanstalt）・一∴一…　　　　　tt　　l」・

　信託公社は旧ドイツ民主共和国政府が1990年6月17日に施行した信託法

により成立した。なおこの法律はそのまま統一条約に引き継がれている。’そ

れによると信託公社は旧東ドイツの数百万の職位め民営化㌃地方事業化6），

閉鎖について決定できる。プロイエル現総裁et；一現在円滑に民営化が進んで

いるとはいえない状態にもかかわらず。再三にわたり1994年までに民営化

作業を終え，残務処理を除いて信託公社は解散すると声明している。

　信託公社は旧東ドイツの国営企業の財産をすぺて引き継いだためシC；’世界

最大の国家基金であり，－1990年7月1日：の段階で，400万人の雇用者を抱え

る世界最大の使用者でもあ．った。とはいえ，一；1年後の1991年夏には，信託

企業の従業員は210・｛万漏ピほぼ半減し，迂99r年透末には16∬万太ほどだろ

うと推定されている（図：3）17）6’　　㌔一一’・・s・1：1・i・．・’・・づヅ廷恒言，’．∴完三
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図3信託企業の雇用者数
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　信託公社の本来の職務が民営化であるため，雇用の維持や構造再編をその

主な任務とするわけではない。初代会長で前西ドイツ国鉄総裁だったゴール

ケ氏の時代には企業と雇用の延命政策が重視されていたが，ほとんど売却は

進まなかった。そこで民間企業の会長だったローヴェッター氏を会長にし，

余剰人員を解雇し，売却を進める方針を強化した。結果，売却の進展にはあ

る程度の成果をみせたが，失業者化した多くの東ドイッ人からの批判も激し

くなった。こうしたなかで，社会不安を引き起こすことを目的にした西ドイ

ツ赤軍派により，ローヴェッター総裁の暗殺事件が起きてしまう。事件後

は，ローヴェッター会長時代の副総裁であり，強硬な自力救済論者であるプ

ロイエル女史が後任となり，売却先導型の政策を取り続けている8）。

　また最近の傾向として重要なのは，ドイッや海外の銀行が，信託企業を引

き受け，その権利を譲渡する前に再建をしていく方式がとられ始めたことで
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　　　　　　　　　　　　　　　　　東独再建に果たす雇用会社の役割（竹内）

あゐいこの方式によ．ゐ：と信託企業の70％・が民営化可能である，Lという報告

もある♂1；；かじ宕このよ5ないわば∴「民営化事業の民営化」が，・それだけ労

働市場的な関心に対して無配慮であることは確実であり，民営化以後に確保

できる職位数も減少するこ、とが見込まれている9）。t／一、’／．　　　”・．

’ ただし現実に信託企業に対する生殺与奪権ともいうべき権利をもっ信託公

社が雇用の維持や構造再編に対して全く無関心である’ことは考えられずt・　t何

らかの責任をもつべきだとの認識がある。このため，とくに91年7月から

et・信託公社峻述す婿賑警対して」°％資本参加することが決定し

た。また信託公社は雇用会社の設立ならびに運営に対し，物的，人的，財政

的支援をすることを義務づけられ，’信託企業での再／追加教育に協力するこ

とが，政府，旧東・ドイツ地域の州政府，’使用者団体，労働組合間での話し合

いにより合意されているlo）6しかし，今のところ信託公社が雇用維持に対

して大きな働きをすることは期待できない。というのは，・信託公社はその膨

大な予算のほとんどを，消極的な用途，すなわち信託企業の負債利子の償

却，信託公社自身の財政補墳にあてているのが現状であり；積極的な労働市

場改善のための政策にあてる予算の余裕がないからである11）。．己……二

　連邦雇用庁（Budesanstalt　fUr　Atbeit〕tt，t”　t　・・、：’；’f、　　　，1・｛’t

　連邦雇用庁は，政府から独立した機関であり：，（したがワて労働省どは異なゐ）；

本部をニュルンベルクにおく。通常の職種に対しては職業斡旋の独占権をも

っている職業安定所を統括しているため，ここが発表する毎月の失業統計は

ドイツの労働市場のもっとも確実でカレン丁トな情報源である。連邦で働・ぐ雇

用者の雇用保険を管理して，単に失業保険の支払いだけではな’くダ必要に応

じて，より積極的な雇用維持ないし創出政策も行う。亡のような；労働者を

保護する機関が政府と独立にあるのは，ナチス政権下において労働省が充分

に機能しえず，労働者の権利が著し’く組害ぎ櫛反省か1らであるという6’な

お失業保険の負担率は議会においで決定さ・鷲鐵。’1990年は使用者，雇用者

　　　　　　　　　　　　　　　一9－　　　　　　　　　　　　59



ともに2．15％で，あわせて4．3％であったが，91年は3．4％ずつの6．8％

に値上げされている。雇用保険はドイツでも労使に対して罰則をともなった

強制保険であり，ある意味で税金と同じような性格をもっているといえる。

ドイツ語では，このような種類の賦課をAbgabeというが，独和辞典など

をみると，税金というような訳語が載せられている。コール首相は増税なき

東西統一を旗印にしていたのだが，このような種々のAbgabeの引き上げ

は統一後早くから実施された12）。

3失業吸収のための諸政策

　東ドイッ地域での失業率は，産業の崩壊に較べると爆発的なものではな

い。雇用は確かに減少しているのだが，それが失業率に反映されないのには

以下にあげる五つの要因があると考えられる。ところで失業率が下がる，あ

るいは失業率を下げるというのは雇用を確保するのと同義ではないことに注

意しなくてはならない。雇用は確保できなくとも，失業した人達が就業の意

志を捨て，失業者登録をしなくなれば，統計上の失業率を下げることができ

るからである。老人，女性にこのような例がよくみられる。とくに旧東ドイ

ツでは，国策として女性の就業率が高かったうえに，彼女達は主に繊維産業

で働いていた。繊維産業は東西間格差が激しく，統一以降，東ドイッ地域で

もっとも失業率の高い産業分野である。結果として女性の失業率が男性より

も，明らかに高くなっており，連邦雇用庁のH．フランケ長官は度々，東西

の雇用者達に女性にも男性と同等のチャンスを与えるぺきであると呼びかけ

ているのだが，その高い失業率すら，統一以後就業を諦めた女性を捉えきれ

ていない数字であるという13）。

　さて東ドイツ地域での失業率を下げている原因は（1）雇用創出措置，（2）

早期退職制度，（3）操短労働者，（4）国内移転者，（5）ベンドラーの五つが考

えられる14）。（1）の雇用創出措置は本稿の主題であるので後述することにし

て，（2）～（5）の各項目について簡単に紹介したい。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　東独再建に果たす雇用会社の役割（竹内）

、（2）の早期退職制度は旧西ドイツの時代から，’健康上の理由がある場合に，

65歳になる以前から定年退職者となりジ年金生活に入れるようになうてい

た制度である。東ドイツでの政策では，雇用者は55歳から失業したり，あ

るいは自発的に職を辞し，それまでの賃金俸給の65％を早期．＝年金として

受給することができ，65歳になると，正式の年金生活者になることができ

るというものである。申請期限は90年10月3日から91年末日までだった

が，92年の末日まで延長されている。この早期一年金額は旧東ドイッ賃金

をべ一スにしているので大変低いはずである。この措置により，91年末日

約52万人が労働生活から引退一している15）。

1操短労働者も1旧西ドイッ時代からとられている伝統的な労働市場政策で

あり，一時的な雇用の危機に対して，雇用者と企業との関係を継続させるた

めにとられたものである。非就業の時間に対しては失業保険に準拠した形で

賃金の支払いが行われる。西ドイツの操短手当は一時的な雇用消失を対象に

していたのに対し，東ドイツでは長期の構造的な原因による失業に対しても

操短手当の支払いを認めている。この特別法は，90年7月1日から・9’1年6

月30日に対して（91年12月31日まで延期された）妥当する。ただし金属産業

では，労働協約で協定ざれていて期限は6月30’日だっ一te　16）。また公務員は

待機名簿（Warteschteifeliste）8t登録されて，仕事はなぐ賃金の70％を受け

取っていた。これは操短手当からの支出ではなく，以前の使用者（地方公共

団体等）支出であったため，操短労働者数には入っていない6

　国内移転者（t〕bersiedler）は，東ドイツ地域から西ドイッ地域『に雇用を求

めて移り住んだ人をいう。91年末で約6万5000人の旧東ドイッ人が旧西‘ド

イツに移住している17）。．・　　　　　　　　　　　　e，　　　　　二

　次のペソドラー（Pendler）という言葉もドイッにしかない二ものだと思われ

る。ペンドラーとは，振り子を表すドイツ語であるが，昼食を自宅に食べに

帰る労働者もいるほど硫日本に較べて職場⑳近綱き住居をもつ場合が多“ド

イツにおいて，：付近の衛星都市などから長距離通勤しゼ，1・職場や学校に通う
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通勤（学）者を指す言葉だった。それが，統一以降，西側に職場を求めて，

東ドイッから西ドイツに長距離通勤する人が増えて，専ら東西間長距離通勤

者を指す言葉になってきている。東西間通勤といっても，東ベルリンから西

ベルリンに通勤するような極めて近いものであるが，半日以上かかるため

に，ウイークデイは西ドイツで働き，週末になると東ドイツに帰るといった

労働者も多く，週末の東西間の高速道路の渋滞が話題にのぼるようになって

いる。ベンドラーの数は30万人ほどいると推定されている18）。

　さて①の雇用創出措置（ArbeitbeschafungsmaBnahrne）は主に連邦雇用庁に

より資金が提供されている。また，とくに旧東ドイツの総合的な労働市場政

策はABSといい，労働促進（Arbeitfurderung），雇用（Beschaftigung），構造

発展（Strukturentwicklung）の頭文字をとったものである。雇用創出措置に始

まって，東ドイッ地域の産業構造転換にまで及びながら，労働市場状況を改

善しようとするものである。前述のように連邦雇用庁の資金は，労使双方か

ら支払われた雇用保険の保険金であるが，雇用創出措置に対しては，連邦政

府は雇用庁に対し資金を提供している。

　連邦雇用庁は91年9月までに28万人に対し雇用創出措置を実施したと発

表している。また9月2日には，35億マルクを投入し，さらに12万人，あ

わせて40万人に対し雇用創出措置を実施することを決定した。そのための

費用53億マルクが91年中の予算として，連邦雇用庁には用意されていた。

この時点で，連邦雇用庁は最初の四半期に慎重な政策を実施したために財

政的には良好で，連邦政府から特別予算として給付された50億マルクを91

年中には消化せず，92年の雇用創出措置のための予算として用いることを

決定していた。またこの時，それまで以前の給与の100％を支払ってきた雇

用創出措置に対し，それを以前の給与の90％にすることが決定されてい

る19）。

　雇用創出措置は，雇用会社と不可分に関連しているので，その具体的な内

容についてはll　－2「東ドイツの雇用会社」のところで触れることにし，ここ
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④操短労働者 ⑤失業者

　　　　　　　　　　　　　　　　　東独再建に果たす雇用会社の役割（竹内）

　　　　図4ユggi年7骨1、日以降の東：ドイ汐での失業対策モデル

塁竃鑓運罐5、。，島、，、i籠蕊蕊≒；，証∴∵1

では旧東ドイ饗の醐州地域吟業レベルでの主な聯役割とそれ
らの関係を概括的に図にまとめてみた（図4）。連邦から企業までの関係は地

域的な広がりを示す嘩ぎt’連鋤；すべ’C．．‘C？．政策描早てy’るわけでは

ない。連邦はむしろ州やその他の地方自治体に地域産業振興のための財政援

助をしたり，信託公社を財政的に支え，1雇用庁を支援するといった役割をし

ている。実際の雇用会社の設立はy雇用会社化する企業や地域での再建計画

がイニシアチブをとっている場合が多い。．il章で述べるように，　gr年末で

約330の雇用会社が設立されていたと思われるが，．そのうち信託公社が管轄

する信託企業の雇用会社化は250件ほどであり，残りは地域の地方公共団体

主導型である20）。信託公社は91年7月16日の合意以来，雇用会社の設立

について責任ある立場にあるが，信託企業の雇用会社化については，地方公

共団体のバックアシプや雇用会社としでの明確な・ヴ汀ジ・ヨ裟を求めて購

る21）。併せて，・ドイツ最大の産別労働組合遍あ：り：1’産測組合としで1は世界
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図5　1Gメタルの構造政策構想
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出典：Ktthl（1991），　S．687．

最大といわれており，政治的にも相当な影響力をもつ金属産業労働組合が提

案している構造政策構想も掲げておく（図5）。

II雇用会社のアイディアとその意義

1雇用会社のアイディアと旧西ドイッでの実例

　雇用会社とは，簡単にいえば地域での雇用をある程度維持するために，政

府や地方自治体なども資金を出し合い，雇用者に給与（ないしその一部）を支

払いながら，より就業チャンスの高い別の職種の職業資格取得の訓練を行わ

せる会社のことである。職業資格訓練のもつ意義はドイッでは日本と較べて

はるかに大きい。企業内での職業教育を主にする日本と異なり，職業資格制

度の極めて整っているドイツでは，資格をもたないと就職の可能性はない。

求人は人に対してではなく，資格に対してなされるということができるから

である。したがって再／追加教育は労働市場での需給のアンバランスを調整

する手段であると解釈することもできる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　東独再建に果たす雇用会社の役割（竹内）

　この雇用会社とい5構想坑己920年代の後半．」日西ドイツで生まれてい

る。当時1造船，“家電），鉄鋼こ軍需の各産業で穴量解雇が発生していた。そ

の対策として，単に雇用の維持を図るという消極的な対応だけでなく，解雇

の危機にある雇用考に資格取得のチャンスを与え，また地域や事業所の業務

の多様化をはかるといった，より積極的な雇用対策，あるし・は地域経済再建

計画構想として，組合側炉要求しはじめたのが始まりであるとIGメタルな

どの組合は主張している22）。また異説としては，本来，・構造不況分野での，

このような政策がとられはじめたときに組合側は，新しい種類の早期退職制

度であると理解し，消極的な姿勢をとっていたが，やがて雇用の維持という

側面に注目しはじめて積極的な姿勢を示すようになったといわれる23）。ど

ちらが先に主張しはじめたかはとも・かくとして，この議論のなかに，すでに

雇用会社の性格がよく表れている。’つまり企業としては，雇用会社制度を導

入することで，賃金の一部カットや，連邦雇用庁，自治体の支援を受け，労

務費の負担を軽くする。＿これに対し，労働者の側は雇用会社化によ6て，賃

金のカットなどを受けながらも，1雇用をとにかく維持するとどもに，再出発

のための職業教育を受けるという、利害をもっているのである。・

　先に述べてきたような雇用会社の役割に加えて，雇用会社には地域雇用政

策に対する機能がある。70年代後半から，雇用会社のプ，ロジェクトが行わ

れたのは，地域として雇用の可能性が偏った地域であうた。その典型を造船

業にみるこ・とができる。造船業地域には他の雇用の可能性がなかったためs

雇用会社は労働者の再／追加教育を行うだけでなく，古くなり，また構造的

な条件からは，もはや必要73くなった施設の解体に始まって，企業自体の別

の職種への転換も図ったのである。こうすることで，特定地域の，偏った産

業と雇用を調整し，地域産業の多様化を実現していく可能性ももっていると

考えられた。　　　　　　　　　　　’　　　　　，　　　　　　‘

・ボッ・シ渓と療イマンは西ドイツにおける雇用会社のモデルを細がく、は8・種

類に分類している（表2）6まず元の企業との雇用関係を維持じたまま，・一：傘業
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表2西ドイツにおける雇用会社のモデル

事業所内労働力プール 1操短手当を土台にした鉄鋼業の人員投入事業所

例）Hoesh（資格取得はなし）

雇用者の資格取得／ 2無期限（24ヵ月まで）の 3資格取得の間に限定された
雇用関係の休止 雇用関係 雇用関係

〔資格取得は事業所 例）Blohm＆Voss 例）HDW・Ross
を替える助け〕

待機リストモデル 4再雇用約束のあるもの 5再雇用約束のないもの
（資格取得義務なし） 例）KrUPP 例）Saarstah1
〔解雇後に登録，下 （しかしながら道義的再

も同じ〕 雇用義務はある。）

待機リストモデル 6再雇用約束あり 7再雇用契約のないもの
（資格取得義務あり） 例）K1δckner・Becorit 例）鉄鋼財団

Voest・Alpine

事業所の雇用会社 8教育・雇用会社

例）Thomson（継続教育， 操短労働，内外への仲介）

　　　　Bosch　u．　Neumam（1991），　S24．より，一部24頁の本文を参照して註釈を加

　　　　えた。

内に労働力プールを作る方法がある。これは鉄鋼業などで操短手当を財源に

行われたが，資格取得とは結びつけられていなかった。次に元の雇用関係を

休止して，雇用者の資格取得のみを行う場合で，これには無期限なものと資

格取得の間に期限を区切ったものとがあった。さらに待機リストに名前を載

せる形で雇用関係を切るタイプがある。これには資格取得が結びついたもの

とそれがないもの，再雇用約束のあるものとないものとがあり，2×2の4

通りがあることになる。最後に教育と雇用のための会社をつくり二重の契約

を結んだトムソン社のようなタイプの8通りである。

2東ドイッにおける雇用会社

　東西統一以降の東ドイツ経済の破綻は極めて特殊な経済状態といえるが，

労働市場問題としてみれば，それは構造的な不況業種が一定地域に集中して

いる地域構造不況問題にほかならない。幽したがって，そこに雇用会社の概念

を応用して対策にあてることは早くから考えられていたようである。当初，
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雇用会社の導入についてぱ》東ドイツでも西．ドーイッでと同様，消極的な意見

が多かったポそのような援助は，労働者が外部労働市場に適応するための努

力を怠り，雇用を継続できるという幻想を巻き起こすものであり，結果的に

民営化を遅らせると考えられたのである。ところが東ドイツでの雇用消失は

重大なものであり，何らかの大規模な政策の必要性がコンセンサスになって

くると，雇用会社は陣営の違いを越えて万能薬として期待されるようになっ

てきた旬。ただし「雇用会社」という表現は前述のように労働組合出自の

ものであるだけに，使用者側はそれを嫌い資格取得会社（Qualifitierungsgesell・

scha旬とい5よ一う．な，その目的をはっきりさせた名称を用いたがった。冒

頭で述べたように，最近では「労働促進，雇用，構造発展てABS）のための

会社」という表現を連邦雇用庁などは用いている。・

　雇用会社は法的には株式会社の形をとつており，基本的には営利競争的な

観点にたって操業していくべきである。’しかし実情では，旧東ドイツ企業の

撤収作業や環境汚染地区の浄化といった作業をしていることが多く1採算性

のある雇用会社は現時点では存在しない。しがしもっとも好況な建設業界で

は，雇用会社は労務費を助成されているという極めて有利な点をもつため，

せっかく軌道に乗って事業な始めた民間会社のライバルになることに対し懸

念が表明されている。また最近のABS会社に対する，連邦雇用庁の公式的

な定義によると，rABS会社は，雇用，職業教育ないしその他の労働市場政

策的に重要な活動を行う法人であり，それらの活動では公的に助成され，期

限を区切られた業務や教育が実施される」ということになっている。なお，

この定義には，最初から優先的にないし専ら利潤を追求したり，第一義的に

経済的な利害関心をもった「純粋な」教育機関，法的に独立でない企業の一

部門といったものは含まれないことになっている25）。

　91年末から92年初頭頃では，333のそのような会社があり，約13万人を

雇用し，乃なお89の企業が創設中である126）。西ド’イッでの経験に較べで東膳

イツでの雇用会社には多くの困難がどもなヶ。．まず西ドイツでの構造危機薩
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場合に，危機が最も深刻な時でも登録された失業率は20％以下だった。し

かし東ドイッの多くの地域で，もはやそれ以上の失業率になっている。また

危機に直面しているのは，西ドイツの場合一つの企業であったり，一つの産

業分野であったりした。しかし東ドイツでは危機に瀕している企業は一般的

で，特定の企業，産業分野だけが危機に瀕しているわけではない。また西ド

イツの場合では，地域の産業分化が進んでいたが，東ドイツではそれが偏っ

ている。それに必要な継続教育をしていくための行政機構が西ドイツにはあ

ったが，東独では未発達であるといった問題がある27）。

　以上のような問題点があるにもかかおらず，東ドイツの雇用会社には西ド

イツのそれにはなかったメリットもある。まず第一に雇用会社を設立してい

くための準備，協力が得やすい。これは一部の産業分野や，特定企業に失業

が発生していた西ドイツの事情に較べれば当然といえよう。次に，雇用会社

で新たな雇用を求める労働者達の性格が異なる。西ドイツ時代に雇用会社に

登録を求める労働者達は，高齢者や資格の低い労働者達であった。これに対

し，今度の東ドイッ地域での雇用会社には，より高い労働力，資格や専門

度，技術の高い労働者が残ることが期待できる28）。実際，東ドイツに進出

した自動車会社のマネージメントは東ドイツ進出の理由として，労働力の質

の高さを有力な魅力の一つとしてあげているほどである。ただしこれも，西

ドイッ地域に移住することなく，できることなら郷里に止まり就業したいと

いう旧東ドイッ市民の気持ちが継続する限りにおいてである。

　雇用会社の財源は様々であるが，もっとも大きなものは連邦雇用庁の労働

市場政策からの出費である。雇用創出措置（ABM）は西ドイツにおいても実

施されていた。西ドイツの場合では失業者は失業の後6か月たってから，こ

の措置に申請できたのだが，東ドイツでは失業と同時に登録することができ

る。雇用創出措置で就業している労働者の労務費の100％を連邦雇用庁が負

担する（西ドイツでは70％，旧東ドイツでも92年からは90％）。雇用創出措置の就

業者は労働時間のうちの20％までを職業訓練にあてることができる。また
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東ドイッでは投資領域での・インフラ政策や私経済に関連するイソフラストラ

クチャLや社会的インブラストラクチャーに対するプロジェクト支援として

集中的に投入されうる。雇用創出措置は西ドイッでは個人の救済を意図して

いたのに対し，．東ドイツでは全従業員や少なくともその部分集合への支援が

可能である29）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’一

　この他，雇用会社設立・運営のための有力な財源としては，操短手当が考

えられる。またECの後発地域特別助成ガ・ちの資金援助を受けている30）。

また前述のように，9r年7月16日以降，信託公社も物的，’人的，財政的な

支援をしなくてはならない。物的な支援としては，資格取得や雇用創出措置

の組織に必要な場所や物財（道具，機械，調度，材料）を自由に使わせることで

ある。また信託公社は雇用会社のマネージメントを顧慮し，6か月間，人的

な援助をするとともに，財政的な支援を行わなくてはならない。とくに雇用

会社の設立時には，・賃金r：俸給に対する控除や社会保険などの事務を引き受

けてやらなくてはならなし⊃。・この合意に対しては，民営化を最優先課題とす

る信託公社は最後まで難色を示し，プロイエル総裁はこの合意によって東独

企業の民営化と再建鋤げられては肪ない・とを顧した・ま壕胎社

が設立される場合の条件と．してピ明確な任務・構想があること，公的機関に

よる財政の裏付けがあるζと，．企業にとC’ての侵害になってはならないこ

と，定款には期日が設定されているごεカミ合意された31）。

　さて，このよ’うに設立された雇用会社であるが，どのような業務をしてい

るのだうう．か。雇用会社化する企業は，旧東ドイツの企業のなh・でも，競争

力のない企業，競争力のある商品を作れない企業である。しだがってttこれ

らの企業が以前の業務をつづけて行うことはほとんどなしニピ東独アイゼンシ

ュタヅトの．EKO鉄鋼は，もっとも早くに雇用会社を設立した企業の一つで

あり，91年初旬から3年間，雇用創出措置によ．り，雇用会社として3000人

の雇用’（うあ二2090人｝舗正EKO鉄鋼の従業萄を確保するこどになっている。

その仕事あ内容は旧鉄鋼所の廃棄物や廃残設備の除去であるご総資本は20
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万マルクで，うち80％をEKO鉄鋼が，残りの20％をアイゼンシュタット

市や郡が提供している32）。この例がよく示しているように，旧東ドイッ再

建においては，老朽化した設備を解体したり，化学産業などの汚染地域を浄

化する必要がある。雇用会社は地方公共団体の補助を受けながら，これらの

業務を行っている場合が多い。

　雇用会社の設立についてはいくつかのモデルが考えられている（図6のa，

b，c）。一つの信託企業がそのまま雇用会社化することも考えられるが，いく

つかの企業や地方公共団体，職業教育機関が共同して一つの雇用会社を設立

a　ケース1

企業別の雇用会社

企業A

図6雇用会社の形成

　　　　　b　ケース2

　　　　　　　　企業を越える雇用会社

　　　　　

雇用会社

c活動方法

①販売と財政

③生産と生産
　過程のイノ

　ベーション

付

職

　　　この図は，IGメタルの構想に沿うものだが，91年7月の合意では，労働者は雇用
　　会社との契約関係に入る場合には，前の母体となる会社との契約は放棄せねばならな

　　いことになっている。したがって，②のところに示談金無しの退職と書き込むことが

　　できる。いずれも，出典はBosch　und　Neumann（1991），　S．　37．
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するこピもある。f’f一般的には’企業型の雇用会社は，；前述のEKO鉄鋼のよ

うに，母体となっ売企業の設備の解体やその企業の廃棄物の処理などを行っ

ているようだ6．・’これに対し，複合型の雇用会社は地方公共団体による積極的

なイソフラ形成や，化学産業などにみられる公害地域の浄化再建などに携わ

る場合が多いようである。’　　　・パ

3地域雇用政策としての雇用会社

　雇用会社という雇用対策自体，日本はおろかヨーロッパ諸国でもあまり知

られていない。ドイツの他にはスウェーデンでの経験カミあるだけといってよ

いようである。まして，今回，東ドイッ地域で実施されているような大規模

な政策となると前例をみないといってよいだろうεしかし｝滝のよう；な特殊

性だけに目をとらわれてプ雇用会社政策を中心にした雇用創出措置の一般的

な意味を見失うことは賢明ではない。その一般的な意味とは，産業調整政策

であり，地域雇用政策であるということである33）。

　東ドイッ企業は完全雇用と自給自足を前提にした社会主義の時代には産業

調整をしていく必要がなかった。これに対し，・ドイッ連邦共和国内め企業が

オイル・ショック以降に大規模な産業調整を迫られたときに編み出した一つ

の方策が雇用会社だつたのである。東ドイツ企業群が西側経済に編入された

ときに，当然産業調整が必要になゴり’；雇用会社によ．る継続／再教育は，：職業

の資格化が進みi職業教育が企業から外部化しているドイツにおいては，産

業調整時の人的側面を補完する役割を果たすことになる。

　また，雇用会社は東ドイツという地域があまりに広いために，また東欧共

産圏の崩壊という特殊事情のために，あまり意識されないのだが，、構造不況

地域に対する地域雇用政策であるという側面をもっている。ところでなぜ，

現在のドイツでは，日本の高度経済成長期に行われたような，広域職業紹介
　　　　　　　
政策方式の雇用対策をしないで，一’つまり東ドイツ地域から西．ドイツ弛域へ㊧

労働可能人ロの移動という形態をとらないで，あくまでも地域の雇用の確保
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を企る雇用会社という政策が必要になるのかという点については，次にあげ

るいくつかの理由が考えられる④。

　（1）現在のドイツの経済・雇用政策は，どれも東から西への国内移民をお

さえる目的をもっている。経済統合が急がれたのも，そういった目的があっ

たからである。国内移民の追認は東独地域の砂漠化の他にも西側の労働市場

にも悪影響を及ぼす可能性もあり，是が非でも東から西への国内移民の流出

に歯止めをかけなくてはならない。

　②　ドイツでは，職業資格がかなり明確に定められている。したがって，

日本の高度経済成長期に経験したような国内労働力移動をするにしても，職

業資格取得と関連して行わなくては，単に労働可能人口の地域的移動だけで

は就業機会の獲得にはつながらない。

　（3）旧東ドイツでは女性の就業率が高く，共働き世帯も多かった。夫の移

動後の再就職の可能性が0．6，妻のそれが0．6とすると，夫婦そろっての再

就職の可能性は0．36しかない。したがって既婚女性の労働市場への参加が

高まると，移動性が落ちるという仮説がある。雇用の可能性が全体的に壊滅

的な打撃を被っている現在の東ドイッ地域に，この仮説があてはまるかは確

実ではないが，東ドイッ地域にとどまった人口と西側に移動した人ロについ

て，年齢や職種などの要因の他に家族構成などの社会学的な要因の影響につ

いては今後，実証的に検討し，検証を加える必要がある35）。

　（4）　ドイツは伝統的に地域分権的な性格が強く，各州のそれぞれの独自性

も強い。このような文化的な背景のもとで，旧連邦諸州への移動を躊躇する

人が多い。

　大規模な失業と雇用対策をマクロ経済の問題として考えるのか，地域雇用

の問題として考えるのかには従来から論争がある。また現在の東ドイツ再建

問題には東欧共産主義体制の崩壊という歴史的・一回起的な事象としての個

性的な側面も大きい。しかしながら，その再建の過程や政策からは，それら

の特殊的な意義だけでなく，一般的な意義を感得していくこともできるだろ
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うLワ・ま：たそれらは必要な作業でもあると考える。雇用会社の地域雇用政策

としてめ意義を強調する本稿もそゐよう’な試みの一つである。「，
　　．1”　　↑　　　・，一　　　「こ，．　　　・・　　：　”　．　．『　　　1　　．　‘

　　〔註〕　・t’

　1）　旧東ド才ヅの人員削減は，繊維，金属，化学産業で大きく’，’地域的には北部のメ

クVソブルク・フォアポメルシ州などで高く，南西部めチ’＝　一一bソゲソやザクセソ

　　州などでは失業率は低い。’Bbsch　and　Knuth　1991，幽p．2，’ttal外労働時報」（以下

　　「時報」）180’号，’・，・4s頁を参照のこと。　　1　　　1　1『　tt　　”“

　2）．Aufschwdng　Ostは標語として用いられている。正確には“甑ufbaUwerk　Auf－

　　schwung　Ost“といい，1991年4月に着手された連邦政府の’r東独の再建・振興」

　　のための特別プログラムの名称である。’．　　　　　∴　　　’・　‘　　－

　3）BoSch　arld・Khuth，0か蕊L　p．－1：因みに1919年め時は，・1913年水準の57％にラ

　　1932年の時は1928年の57％にそれぞれ落ちている。　　　w’∫　　一』

　4）　leld，，　P．’3，・ならびに，目1本開発銀行国際事業油（ig91），116頁以降。

　5）　旧東ドイヅでet”・ドイツ民主共和国成立前の土地め所有権問題が残っていて，そ

　　，れが民営化を妨げる1要因になうて・V・た6そこで’1991年3月可決された1’「民営化障

　　害除去・投資促進法」では，所有者に賠償金を支払う形で，業務続行，．雇用新設，

　　確保をする企業への売却を迅速にするようにしている。このように民営化される企

　　業では，むしろ雇用の維持が条件になることもあり，民営化できない信託企業で

　　の，信託公社による解雇の方がむしろ問題である。所有権問題については日本開発

　　銀行国際事業部（1991）が詳しい。

6）、地方事業イヒ．と“a．　Kommunalisierungを訳したもの。信託公社の基本的な任務は

　　民営化にあるが，1日東ドイツ．人民企業のうちゴ．民間企業化するのでなく，．都市や地

　　方公共団体が引き継ぐような形態にこの言葉をあてるe’　・∵・　　　　二

　7）：i－　Kt　hhl、（1991），，S．682．・K仙1，　Schaefer　und　Wahse・（1991）L’S．502．

　8）　日本開発銀行国際事業部〈1991），109頁以降を参照のこと6’・　　　：’

　9）　Ktihl，　a．　a．　O．，　Sご683．

　10）F㎞ヵ励吻7Aligemelne　z屍励g（以下F．　A．　z．），16．　Juli　4991．

一
．11＞　Ktihl元．a．　a：仇S：　683－M：　’　　　　　　　　一　・・：1・　ll幽t，

　12）、増税はしないといっていたコール政権だが，湾岸戦争を契機に湾岸戦争特別予算

　：のためという名唱もあり，91年3月，「同年7月から翌年6月までの正年間の特別

　　税として，所得税額の7．5％を決定した。

　13）東ド不ツでの女性の失業率が高くならていることteついては斎藤純子・（199’1），

　ニソ姫岡と↓子幽く1992）の33頁，『時報」’182号，’5頁，・．民4ZSe亘：18澄99t㊧参照

　　め主とピ∫・⊃．，y　　’、　≡き∫・：吉一；西三三㌻㌧；≡’・∴融く二巳バ○ら㌢㍉鐙・：1－’・．tt
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　14）　ドイッ労働総同盟の経済社会研究所のH．ザイフェルトは，1991年中に旧西ド

　　　イツで雇用増大にもかかわらず，失業率が上昇した理由として，①東ドイッから

　　の長距離通勤者，②東ドイッからの移住者，③東欧からのドイッ人移住者，④

　　外国人労働者の増大の4要因をあげている（ザイフェルト，1992）。また東ドイツ

　　地域の大規模な労働市場政策としては①操短労働者，②雇用創出措置，③継

　　続／再教育，④早期退職制度をあげている（ザイフェルト，1992）。ここでは，こ

　　の分析を参考にしながら，東ドイッ地域での失業率を下げている原因として一括し

　　てまとめてみた。また姫岡とし子も現在の東ドイツの労働者の状態として，失業

　　者，操短労働者，早期退職者，西ドイッ移転者，東西間通勤者をあげている（姫

　　岡，1992）。

　15）　Bosch　and　Knuth，　op．δL，　p．7ff．

　16）Ibid．，　p．　8－10．この期限切れにともない，操短労働者の失業者化が進んだ。

　17）Obersiedlerは西ドイツへ移動した東ドイッ人を指し，統一以降なくなるべき概

　　念である。これに対し東欧圏からドイッ人資格者がドイツへ帰還した場合Aussie－

　　dlerという。なお特別受入れ措置を実施していた90年6月までに36万ものUber．

　　siedlerがいた（藤沢利治「統一ドイツの経済現況」281頁，戸原・加藤，1992に

　　所載）。

18）ペンドラーについてはr時報」185号，48頁を参照のこと。

19）　r時報」181号，47頁を参照のこと。

　20）　IAB　Kumeben’cht　Nr．　7／21．2．　1992，　S．2．

　21）　註10）に同じ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

22）　Bosch，　G．皿d　Neumann，　H．，　Stnkturpolitische　Herausforderungen　der　90er

　　Jahre　in　Bosch，　G．　und　Neurnann，　H．（1991），　S．19－20、

23）磁鋤吻励耐励」R・励郷R・碗慨N・．215，・Dec．1991，　P．13．

24）　まずドイッ使用者連盟のK．ミュルマン会長が体系的で大規模な操短労働者から

　　雇用会社への移転を擁護した（HandelSblatt　28．5．91）。さらにコール首相もミュ

　　ルマン会長に同調し（HandelSblatt　4．6．91），金属産業のD．キルヒナー会長（当

　　時）も，金属産業で雇用会社を協力して設立していく意志のあることを明らかにし

　　た（Bosch　and　Knuth，　op．　Cit’，　p。18．）。その後の，経営側と組合側の雇用会社に

　　対する立場については，Wi）’tschafidienst　1991／VIII号の特集「雇用会社はいかな

　　る寄与をなしうるか？」が参考になる。これについては，『時報」181号に簡単な

　　紹介がある。

25）　IAB　Kunbericht　Nr．　7／21．2．1992，　S．5．

26）　Ebd．，　S．2．

27）　IAB　WerkSlattbericht　Nr．　6／16．10．1991，　S．4．
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28）　Ebd．，　S．5．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、∴t－i’∵・：t：二；ぐ
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34）　高梨昌は戦後日本の地域雇用政策としてr①政府直営事業職〆三《2》広域職業紹

　’　”介政策方式∫㈲民間企業活動活用方式の三つをあげている1笹目本労働研究機構，

　　1990）。そのうち，日本の構造調整の問題は，高度成長期に大規模に｛2）の広域職業

　　紹介政策方式が実施された成果が大きいといえよ5／e　’ドイッでめ問題ぱげなぜこう
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35）1989年東ドイッ地域では，15歳から60歳までめ就業人口のう∵ち78凱％1が就業

　　していた。また学生や職業教育を受けている人も加えると，91．2％にもなり，東

　　ドイッには専業主婦層がほとんどいなかったことを示している（姫岡，1992）。ま

　　た夫婦共働きの場合，移動性が低くなるというのは，日本労働研究機構（1990）の

　　シソポジウムでの，IABのブトラー会長から出された仮説である（日本労働研究

　　機構，1990，125頁）。
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